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本報告書は、 

内閣府の令和 3 年度科学技術イノベーション創造推進委託費による委託事業として、 

PwC コンサルティング合同会社が実施した「令和３年度科学技術イノベーション創造推進委託事

業 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第１期追跡調査」の成果を取りまとめたものです。 

 

したがって、本報告書の著作権は、内閣府に帰属しており、本報告書の全部又は一部の無断複

製等の行為は、法律で認められたときを除き、著作権の侵害にあたるので、これらの利用行為を 

行うときは、内閣府の承認手続が必要です。 
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1. 調査の全体像 
 調査事業の背景と目的 

我が国では、府省の枠や旧来の分野を超えて国民にとって真に重要な社会的課題や、日本経済再

生に寄与できるような世界を先導し、科学技術イノベーションの実現を目的として、戦略的イノベ

ーション創造プログラム（以下、SIP）が平成26年度より実施されている。2014年度から2018年度

までの５年間を第１期として１１課題（「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」

のみ2015年度から2019年度まで）に取り組み、国民にとって真に重要な社会的課題や、日本経済再

生に寄与できるような世界を先導する課題が設定され、各課題を強力にリードするプログラムディ

レクター（以下「ＰＤ」という。）を中心に産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化まで

を見据えて一気通貫で研究開発を推進してきた。 

こうしたSIPの成果を把握するため、戦略的イノベーション創造プログラム運用指針（以下、「運

用指針」という）において、SIPの評価に関する目的や評価基準等の事項が定められている。同運

用指針では、一定の時間（原則として３年）が経過した後、必要に応じて追跡評価を実施する旨が

記載されており、2022年度に実施される。 

SIP 第 1期が終了した後の 2019 年度から 2021 年度は追跡評価に向けた準備の期間と位置付ける

ことができる。2021 年度の調査は、2019年度、2020年度に引き続いてＳＩＰ第１期課題の追跡調

査を行い、2022 年度に実施を予定しているＳＩＰの制度全体の追跡評価やＳＩＰの制度や課題の運

営に反映することを目的としている。 

本事業では、制度・各課題・各テーマにあわせて目的を設定し、2022 年度実施が予定されている

追跡評価に向けた取組を行い、具体的には、2022年度の追跡評価に向けて、追跡調査として、課題

評価の試行及び制度評価の検討を実施した。課題評価においては、内閣府と協議の上、３課題

（『革新的構造材料』、『エネルギーキャリア』、『次世代農林水産業創造技術』）を対象とし

て、既存の文献調査や PDや研究責任者を対象としたヒアリング調査等を実施することにより、課

題ごとの評価を試行し、2022 年度の課題評価を実施するにあたり知見を獲得した。また、制度評価

においては、課題評価におけるヒアリング調査等に基づいて 2022 年度の制度評価を実施するにあ

たり、観点として着目すべき点の抽出及びとりまとめを行った。 

図表 1 SIP 第 1 期の追跡評価の目的 
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図表 2 2021 年度追跡調査の目的 
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 調査事業の実施概要 

本調査事業は、2022 年度の追跡評価に向けて実施した。以下の図表に 2022年度の追跡評価の意

義と 2021年度の追跡評価の位置づけをまとめた。 

課題評価では、評価方法、評価項目、評価基準等を検討するものとし、課題ごとの優劣評価は行

わないこととした。 

図表 3 2022 年度の追跡評価を踏まえた 2021 年度の追跡調査の位置づけ 

 

 

図表 4 2021 年度追跡調査の位置づけ 
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2. 追跡評価の検討と試行 

2021 年度は 2022 年度の追跡評価の実施に向けて試行の位置づけで追跡調査を実施した。 

本章では、課題評価と制度評価の位置づけ、および 2021 年度実施した追跡調査の内容について述べ

る。また、追跡調査にあたって実施したワーキンググループ(WG)、海外事例調査、有識者ヒアリングの内容

についても述べる。 

 

 追跡評価の概要 

 課題評価と制度評価の位置づけ 

これまでの SIPにおける評価の取組と次期 SIP検討の関係性を示す。2021年度は SIP第 1期終

了後(2022年度)に行われる追跡評価に向け、課題と制度の両方について追跡調査を実施した(図表 

5 の赤枠部分)。 

図表 5 課題評価と制度評価の位置づけ 
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2022年度に実施される課題評価及び制度評価の全体像を図表 6に示す。 

実施フローとしては、まず課題評価を実施し、次に課題評価で得られた情報を活用しながら制度

評価を実施する想定である。2021年度は課題評価については「成果の実用化・事業化の進捗の評

価」「情報収集」「分析」「評価」「改善方策の提案等」の試行、制度評価については「制度の有

効性等に関する評価」「情報収集」「分析」の検討を実施した(図中の緑点線枠部分)。 

 

図表 6 2022 年度の追跡評価の実施フロー図と 2021 年度の試行・検討箇所 
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 2021 年度追跡調査の全体像 

2021年度実施した追跡調査の内容を以下に示す。 

2021年度追跡調査は「1.基礎情報把握」「2.課題を見る観点の整理」「3.追跡評価の実施案の作

成」「4.評価の試行・検討」「5.追跡評価の実施方法提案」のプロセスで実施した。 

また、追跡調査の実施と併せ、ワーキンググループ(WG)によるディスカッション、海外事例調

査、有識者ヒアリングを実施し、得られた情報を反映した。なお、海外事例調査の結果について

は、「2.7. 海外事例調査の実施」、有識者ヒアリングの結果については、「2.8. 有識者ヒアリン

グの概要」の章において詳細を示す。 
 

図表 7 2021 年度追跡調査の実施内容 

 

 

なお、2021 年度実施内容と WGとの関係性は以下の通りである。主に第 2回～4回の WGにおいて

2021年度実施内容の議論を行った。 

図表 8 2021 年度実施内容と WG との関係性 

2021年度実施内容 対応する WG 

1.基礎情報把握 
第 2回 WG 

2.課題を見る観点の整理 

3.追跡評価の実施案の作成 第 3回 WG 

4.評価の試行・検討 
第 4回 WG 

5.追跡評価の実施方法提案 
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 ワーキンググループ(WG)について 

SIP 第 1期追跡調査ワーキンググループ（以下「WG」という。）は、「終了後、一定の時間（原

則として 3年）が経過した後、必要に応じて追跡評価を行う」こととされている SIP運用指針（以

下、「運用指針」という。）に基づき、SIＰ第 1期の制度全体の追跡評価や追跡評価を踏まえた

SIP 制度及び課題運営への反映に向けた検討を行うため、SIP第 1期課題の追跡調査の進め方及び

追跡評価のあり方に関する議論を行う目的で設置したものである。 

 

 開催概要 

2021年度調査では、計 4回 WGを実施した。各 WGの開催日時及び開催事項を以下に示す。 

 

図表 9 WG の開催概要 

開催回 開催日時 議題 

第 1回 
2021/7/7 

15:30-17:30 

(1)SIP 第 1期追跡調査 WGの設置、議事運営規則(案)について 

(2)座長の選出について 

(3)SIP 第 1期追跡調査について 

①追跡調査の位置付け 

②追跡調査の全体像・スケジュール 

③追跡評価に向けた事前検討 

④評価手法に関する事例研究 

(4)その他 

第 2回 
2021/9/28 

15:30-17:30 

(1)調査実施方針について 

(2)今年度の追跡調査の対象となる課題(案)の選定 

①課題評価の観点の考え方 

②課題選定結果と選定 

(3)全体スケジュール 

(4)その他 

第 3回 
2021/11/30 

15:00-17:00 

(1)第 2回 WGでの議論結果の振り返り 

(2)追跡調査実施方針 

(3)課題評価の評価項目(案) 

(4)3課題の PDヒアリング調査の進捗状況の報告 

(5)評価の基本的な考え方 

(6)3課題の課題評価対象テーマの選定 

(7)海外事例調査 

(8)スケジュール、WG運営についてのご連絡 

第 4回 
2022/2/9 

10:00-12:00 

(1)第 3 回 WG での議論結果の振り返り 

(2)追跡調査実施方針 

(3)課題評価に関する試行結果 

(4)制度評価の検討結果 

(5)今年度のまとめ・次年度に向けた提言 

(6)今後の予定 
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 委員構成 

2021年度調査では、内閣府 SIP総括のもと以下の WGメンバー構成で運営を行った。 

各委員には、調査全体を俯瞰したコメントとともに、特に知見や経験を多く持つ SIP課題につい

ては、追跡評価の本格実施に向けた助言を頂いた。 

 

図表 10 WG 委員の構成 

氏名 所属 

座長 

五十嵐 仁一 
ENEOS総研株式会社 代表取締役社長 

扇田 久和 滋賀医科大学 分子病態生化学 教授 

岡崎 健 東京工業大学 エネルギー・情報卓越教育院 特命教授 

上條 由紀子 長崎大学 研究開発推進機構 FFGアントレプレナーシップセンター 教授 

栗野 盛光 慶應義塾大学 経済学部 教授 

島田 啓一郎 ソニーグループ株式会社 特任技監 

吉本 陽子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 主席研究員 

利穂 吉彦 鹿島建設株式会社 常務執行役員 技術研究所長 
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 議論内容 

WG の各回を通じて得られた主たるコメントや意見は以下の通りである。各委員が持つ SIP第 1期

の中間評価や最終評価等における経験や知見を踏まえた指摘やコメントを頂き、それらを踏まえな

がら評価項目案の策定や評価にあたっての基本的な考え方、追跡評価の本格実施に向けた提言等の

検討を行った。 

 

【第 1回 WG】 

追跡調査の位置づけの確認しつつ、追跡調査の全体像・スケジュールの共有し、追跡評価に向け

た事前検討（評価の試行対象選定の進め方等）について議論を行った。 

図表 11 第 1 回 WG における指摘・コメント概要 

指摘項目 指摘・コメント詳細 

課題の選定 2021年度追跡調査で 11課題全てを取り扱うのかどうか 

テーマの選定 

各課題の代表するテーマをどう選ぶか 

（※成功したものとうまくいかなかったテーマがあるなかでどちらかのみを選

ぶと課題全体の評価にならない） 

課題全体を適切に評価するために、課題毎の経緯やストーリーをどう考慮する

か 

課題全体を適切に評価するため、社会に対してインパクトのあったテーマを選

定するのが良いのではないか 

制度評価にお

ける課題評価

の見方・扱い

方 

課題の評価結果の良し悪しを比べるのではなく、どのような意義があったのか

を見た方が良いのではないか。 

各目標に対し上手くいった/上手くいかなかったという点に関しては、複合的な

要因があると思われ、制度的な要因も含まれているのではないか 

課題評価にお

いて把握すべ

き点 

課題評価においては困難を克服するために実施したこととその結果を中心に把

握することになるのではないか 

少数テーマに絞るのではなく、各課題全体として上手くいった点/うまくいかな

かった点を把握する方がよいのではないか 

第 3 期の制度

設計への示唆 

事業化・社会実装するゴールについて、目標達成までの期間を当初から設定し

ておくべきなのではないか 
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【第 2回 WG】 

課題評価の観点と考え方、評価の試行対象となる SIP課題の選定について議論行い、試行対象の

3課題を選定した。 

図表 12 第 2 回 WG における指摘・コメント概要 

指摘項目 指摘・コメント詳細 

評価に当たっ

ての考え方・

注意点 

大きな国家プロジェクトを実施する場合、特に SIPでは、社会実装・事業化に非

常に大きなウェイトが置かれているが、基本は社会変革を伴うイノベーション

をどう起こすかが重要である。社会実装・事業化ばかりが表に出るのではな

く、学術的に高いレベルの研究開発・高度な技術開発のような観点を 

どこかに入れると良い 

課題内の適切な体制整備・マネジメントに関連すると思うが、研究者自身のイ

ンセンティブと研究者に対するサポート体制が研究成否にとって大事だと思っ

ている。SIP のプロジェクトを進めるためにどのようなサポート、インセンティ

ブを与えたかという視点も重要である 

社会実装で大きなインパクトを与える成果が出ているものと、実装はしたもの

の影響が限定的なものがある。それらも評価できるようになっているか。 

制度改革や規制整備について進めようとしているという点は見ることができる

ようになっているか 

顧客視点での調査や検討を行っていることが重要。事業化に向けた軌道修正に

ついて、社会実装をしてしまうと軌道修正等は困難であるため、実装前におい

て仮説検証の繰り返し回せているかを明示しておくと良い 

個々の観点による課題評価も重要かと思うが、SIP は非常に大きな研究になるた

め、全体として SIPの課題をすることによって、課題を行う前後で社会的に、イ

ノベーティブにどのような変革が起こったかという相対的な大きな評価も必要

ではないか 

SIP が良かったか悪かったではなく、追跡評価の目的はこれからの SIP 第三期に

どう活かしていくか、どう良くしていくかという点であって、PD が良い悪い等

攻撃ではなく、今後よくしていくための条件を浮き彫りにするということを理

解した上で発言していることを理解していただきたい 
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【第 3回 WG】 

第 2回 WGでの議論結果の振り返りつつ、課題評価の試行用評価項目案の議論を行った。また、評

価の試行対象となった各課題の PDヒアリング結果の共有し、評価の試行対象となる研究テーマに

ついて検討を行った。 

図表 13 第 3 回 WG における指摘・コメント概要 

指摘事項 指摘・コメント詳細 

社会実装や研

究 開 発 の 面

(評価項目 1～

6) 

社会実装は SIPにとって非常に重要だが、社会実装だけが目的ではない。研究成

果の学術的価値・技術的価値を含むはずであるし、それが研究者のモチベーシ

ョン向上にもつながる。項目 5 を「研究開発の成果によって期待される波及効

果」と改めたうえで項目 3の後ろに持っていき、項目 4をその下に配置してはど

うか。項目 4、5、15 を併せて、学術的に価値の高い研究開発の成果が出て、そ

れが社会実装に活かされたという流れに沿った事例があると良い 

項目 6 に「SIP での研究開発等の活動による社会情勢の変化」とあるが、SIP の

研究開発の成果が、社会情勢にどのような影響を与えたのかということか 

項目 6 は誤解を生じやすいので「SIP 活動が社会情勢へ与える影響」と書いたほ

うがよい 

研究開発について、将来的に社会実装された際、インパクトを及ぼす可能性が

あるものとそうでもないもの等、社会実装の質を評価することが重要 

ビジネスモデルや出口戦略を変えるだけでも社会情勢を変えることができる

が、SIP で国費を投じているのは研究開発であり、研究開発を評価することは極

めて重要 

 

マネジメント

等の面 (評価

項目 7～15) 

課題評価においては①ユーザー・社会実装の受け手側の意見を聞いているかど

うか ②グローバルな視点から研究開発のポジショニングができているかの 2点

に注意すべきである 

PD交代後に進捗等が好転したような例は、SIPのガバナンスが働いて改善ができ

た好例であると思う。追跡評価で明らかになれば、実施者側としても積極的に

改善することが可能であると考える 

制度評価 

今後の SIPに活かすことが追跡評価の目的であるため、第 1期の SIPで不足して

いた部分や、今後 SIP類似のプロジェクトを実施する際の注意点等を明示したほ

うが効果的である 

究極的には制度評価のために課題評価を行うと理解している。テーマごとに置

かれた状況やマネジメント上の工夫も異なる中で、今後の課題設定の中で留意

すべき点は課題評価内で収集する必要があり、この段階での課題の優劣評価は

不要だが、最終的には課題評価結果を制度評価(SIP という制度を回すにはどう

あるべきだったか)に帰着させるべきである 

SIP で得られた成果がどのように社会実装されたか解明し、期間中の取り組みに

どう反映すべきか、終了後に必要なフォローは何かを検討すべき。社会実装に

至る途中で外的要因が絡むこともあるので、それも踏まえ SIP に取り込める/取

り込めないものを峻別・認識することも大事 

その他 

事後の影響や成果を評価対象としているが、事後の外的要因影響がないかも調

査すべきである。項目 7で期間中の社会情勢の変化を把握していたかは評価でき

るが、終了後の社会情勢の変化を把握していたかについても把握すべき 
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「情報整理のための見方」の項目について、期間中と期間後を分けて整理する

ために「SIP 期間中における取組で現状に影響を与えたものはあるか」の観点を

入れているのであれば、その旨記載が必要 

課題評価対象テーマについて、「次世代農林水産業創造技術」では WAGRIも対象

にすべき 
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【第 4回 WG】 

第 3 回 WG での議論結果の振り返りつつ、課題評価の試行結果及び制度評価の検討結果を共有

し、2021年度のまとめと 2022年度に向けた改善点等について議論を行った。 

図表 14 第 4 回 WG における指摘・コメント概要 

指摘事項 指摘・コメント詳細 

課題評価の試

行の考え方 

・ストーリーボードは初見の人にとってはわかりにくい。アウトプット、アウ

トカム、インパクトという整理は分かりやすいと思うが、マネジメントの面に

ついて、項目間の関係等を整理した方が良い。 

・項目番号の代わりに、項目の内容を簡単に表せるタイトルを入れてはどう

か。 

・課題評価について、「改善方策提案等」までが今年度試行のスコープに含ま

れているが、課題がもっとよくなるためにはどうすべきか改善案の提案と、改

善に相当するようなものを制度面に反映させていくことなのではないか。今年

度の試行も、改善方策の提案にどう反映させるのか、改善提案の形にまとめる

プロセスが必要である。 

・終了した課題に対して、改善方策という言い方は違和感があるが、「終了後

も社会実装に至っていないものは改善して社会実装してほしい」という意図で

あれば書き方を工夫してはどうか。 

・項目 7 では環境の変化を把握していたか、項目 9 は方向性の再検討を行った

か、という点で 2つセットでアジャイルに臨機応変に変えながら進めることが書

かれている。研究開発・事業開発では環境変化や市場変化、技術変化による修

正はつきものである。「評価・分析に向けた情報整理のための見方」欄に「柔

軟性をもって進められたか」を記載してはどうか。 

課題評価の試

行結果 

・課題とテーマの評価が混在している印象を受ける。ストーリーボードは各テ

ーマの成果やマネジメントの内容である。例えば項目 11、12 のように連携が弱

かったという書き方になっているがこれはテーマの話であって、エネルギーキ

ャリア課題全体としては横断的な連携が非常に上手くいっていたと思う。テー

マの評価が目立ちすぎることもあり、課題全体の試行結果として全体のストー

リーボードが欲しい。 

・課題とテーマの混在は十分あり得るので注意してほしい。 

・課題全体の評価の総括が漠然としている。課題別に成果がわかりやすいよう

に記載を工夫してほしい。 

・社会実装時の受け皿の事前検討は重要だが、コンソや協会を設立するだけで

なく、その収支やランニングコストについても深く検討しておく必要がある。

なぜエネルギーキャリアがうまくいったのか、次年度評価で深堀してほしい。 

・課題全体について、ポジティブな評価のみでなく、規制や社会受容、周辺産

業の育成等の弊害についても記載してはどうか。 

・社会実装に向けてはたくさんの壁がある。それをいかにクリアしたのかをフ

ィードバックすることで、今後の制度検討や他のテーマに取り組む方の参考に

なると思う。 

・「Nature 誌に成果が取り上げられた」「リグニン学会が設立された」等の成

果が SIP の貢献によるものかを明確にすべき。 

・「課題評価の試行結果のまとめ」(スライド下黄色ボックス内)に、制度評価

に関係する情報例が記載されているので、課題評価の総括を入れてはどうか。

また、情報例の 1 つ目と 2 つ目は同内容だし、3 つ目と 4 つ目は制度評価の話な

のかは疑問である。SIP の究極の目的は社会実装だが、制度評価は社会実装に繋

がる部分だけでなく、府省連携やデータ連携が上手くいったのか等、社会実装

前の部分も重要。エネルギーキャリアは成功例だが、村木 PD は府省連携で苦労
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したとのことだったので、SIP の制度として出来ているのかという視点で見るこ

とも重要ではないか。 

・次年度評価ではより早く追跡評価を実施することを研究責任者に伝えるなど

して情報収集の課題を改善できそうか。 

・課題評価をする趣旨について、評価の目的を府省連携など制度の改善に繋げ

ていくという部分はもちろんだが、実際に社会実装を行う側(PD や研究責任者)

とってどういう意義があるのかということを伝えることが極めて重要である。 
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 対象課題の選定 

2021年度追跡調査の対象課題の選定のため、「1.基礎情報把握」および「２.課題を見る観点の

整理」を実施した(図表 15 の赤枠部分)。 

図表 15 対象課題の選定の位置づけ 

 

 

「1.基礎情報把握」および「２.課題を見る観点の整理」は、「課題の特徴を明確化する観点の

整理」「特徴を明確化する観点に対するヒアリング調査の実施」「課題候補を選定するための考え

方・視点の検討」「2021年度の追跡調査の対象となる課題(案)の選定」の４つのプロセスで実施し

た。 

図表 16 「1.基礎情報把握」および「２.課題を見る観点の整理」の実施プロセス 
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 基礎情報把握 

以下に示す資料を参照し、基礎情報を把握した。 
 SIP 第 1 期の 11 課題に関するアンケート調査結果(令和元年度、令和 2 年度実施)（非公開） 
 PD ヒアリング調査結果(令和元年度実施)（非公開） 
 SIP 第 1 期研究開発計画（公開） 
 SIP 第 1 期最終成果報告書（公開） 

 

把握した基礎情報を元に、各課題の特徴、問題点、要検討の事項を抽出し、課題の特徴を明確化

する観点(案)を整理した。ここでは、「エネルギーキャリア」課題を例に整理した結果を示す。 

 

＜表の記載趣旨＞ 

A列：各課題の特徴を洗い出す際に、当該列に記載されている観点での特徴を有しているか判断

し、「A列の内容が既存資料等から特徴として見受けられる」と繋がるように記載した。 

B列：上記、各特徴を有していると判断する際に参考とする具体例を示した。各課題の特徴を明

確化する際、これらの具体例に類するものがあれば各特徴を有していると判断した。 

 
図表 17 課題の特徴を明確化する観点(案) 

No A：課題の特徴を明確化する観点(案） B：課題の特徴を明確化する観点(案)の具体例 

① 

【社会実装の状況】 

プロダクト・サービスの上市による

社会実装 

• 実際にプロダクトやサービスを市場に提供し売

り上げを出している。 

② 

【社会実装の状況】 

協調領域におけるデータベース等提

供による社会実装 

• 複数の企業等が使用できるデータベース等を提

供し、企業における事業開発に繋がっている。 

• 標準化を実施している、あるいは標準化に向け

た取組を進めている。 

③ 
【社会実装の状況】 

社会インフラ提供等による社会実装 

• 自治体や国の機関等が SIPで開発したサービス

やシステムを導入している。 

④ 

【社会実装までのタイムスパン】 

長期的なタイムスパンを想定した社

会実装時期の設定 

• 社会実装までのタイムスパンが長く(5年～10

年以上)設定されている。 

⑤ 

【社会実装までのタイムスパン】 

短期的なタイムスパンを想定した社

会実装時期の設定 

• 社会実装までのタイムスパンが短く(5年未満)

設定されている。 

⑥ 

【当初目標等に対する達成度合い】 

「当初目標及び当初目標外の成果創

出」が達成寄りである事 

• 定量的な目標に対して目標値を達成もしくは目

標値に近いところまで達成している。 

• 当初目標外の成果を創出し、社会実装に向けて

取り組みを進めている。 

⑦ 

【当初目標等に対する達成度合い】 

「当初目標及び当初目標外の成果創

出」が未達成寄りである事 

• 定量的な目標に対して達成までに未だ隔たりが

ある。 

• 当初目標外の成果が見受けられない、もしくは

一定の成果はあるが社会実装に向けた取り組み

に繋がっていない。 
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⑧ 
研究開発テーマのまとまりをもたせ

た設定 

• 研究開発テーマがお互い繋がりの強いものにな

っている 

• 複数テーマによるシナジー効果が明確に説明さ

れている 

⑨ 府省連携への対応 

• 関係省庁の担当者を巻き込んだコミュニティ・

枠組みを構築している 

• 規制改革等に向けて関係省庁に研究開発内容の

説明等を実施している 

• SIP以外の研究開発プロジェクトとの連携もし

くは関係省庁の別事業へ波及している 

⑩ 
当初の適切な課題としてのゴール設

定 

• 目標が数値を使って定量的に示されている 

• 目標が定性的であっても研究開発内容、想定さ

れるアウトプット、想定されるアウトカムが具

体的かつ論理的に示されている 

⑪ 
期間途中での事業化に向けた方向性

検討・修正 

• 実用性やコスト面、ユーザーの視点等からの調

査や検討を行っている 

• 研究開発成果を事業に活用する民間企業の追加

等あるいは新会社の設立をしている 

• 事業化に向けて民間企業等の関与を強化するた

め、民間企業等からの研究リソース等の提供に

ついて取組を工夫している。 

• 事業化に向け目標の見直し等必要な軌道修正を

行っている 

• 想定されるアウトカム実現に向けて具体的なマ

イルストーンを設定もしくは変更を行っている 

⑫ 
課題内の適切な体制整備・マネジメ

ント 

• 課題内の研究テーマに対する評価方法・手順が

確立している 

• 研究テーマ自体や計画の変更、リソース見直し

が PDの裁量によって機動的に実施されている 

• 課題内で知見を共有する枠組みを構築している 

• 課題内で研究開発の状況に応じた柔軟な決定が

できるように裁量権等を設定している 

• 指定管理法人の職掌が明示的に決められている 

• 研究責任者の選定方法が明確に定められている 

⑬ 課題外へのアプローチ・連携 

• グローバルネットワークを有する企業を参画さ

せる等、成果の対外発信にむけた体制を構築し

ている 

• 成果を適切に PR・アウトリーチする場（イベ

ント等）を設定している 

• SIPでの活動により海外とのネットワーク構築

が進んでいる 

⑭ SIP期間終了後の継続性担保 

• 期間終了後も更なる研究開発に向けて、他の企

業・機関との連携を継続している 

• 社会実装に向け期間終了後のフォローアップ体

制を期間中に検討・構築している 

• 期間中に関係者との人材ネットワークを構築

し、期間終了後も継続している 
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⑮ 状況に応じた社会情勢の確認・把握 

• 海外の情勢変化等を調査し、SIP課題を取り巻

く情勢を把握している。 

• 課題を取り巻く社会情勢の大きな変化があり、

SIP課題への期待値や立ち位置が当初から変わ

っている。 

• SIP課題と関連する国際機関の会合等に参加あ

るいは国際機関の担当者と議論を行っている。 

 

  



 

１９ 

 

課題の特徴を明確化する観点について、以前に実施された WGに参画され、経緯等を把握されて

いる一部の委員（A委員と B委員）に個別にヒアリング調査を実施し、以下の意見を頂戴した。 

 

図表 18 課題の特徴を明確化する観点(案)に対する委員ヒアリング結果 

 追跡調査のプロセスに関する意見 それ以外の示唆 

A  

委員 

• 第 1回 WGで挙がった追跡調査の目的・

建付けについては、再整理により分かり

やすくなったと思う 

• 課題選定のための観点については、今

挙がっている 15 観点で十分だと考える 

• 今後評価軸を検討する際は、課題ごとに

できていたこと・できていなかったこと

の要因を深堀りし、分岐点を明らかにす

べきである。できていなかった内容は、

指摘からどうやって持ち直したかといっ

た経緯の把握が重要である 

• 特に重要な観点としては、SIPの特徴で

ある府省連携、課題側のマネジメント体

制(期中でのテーマ見直しを含む)や、社

会実装にあたりコスト意識やユーザー視

点を取り入れているか、国際標準等の外

部とのつながり、SIP 後の継続性等であ

る。 

• 選定対象の課題としては農業、エネルギ

ーキャリア、革新的構造材料が良いので

はないか 

B  

委員 

• 課題の特徴を明確化するプロセスにつ

いては、今のところ言うことはない。課

題を実施するなかでマネジメントの観点

は重要だった。サブ PDがきちんと取り

仕切ったところは非常にうまくいってい

る。 

• 特徴を明確化するための観点は非常に

よくできており、概ね問題ない。途中で

必要に応じてリバイスしてもらえればと

思う。 

• 着目すべき特徴の整理が非常に大変な

点であるという認識。これが上手くでき

るかどうかがポイント。SIP 期間途中の

変化や最終報告書の内容等を的確に把握

する必要がある。 

• 各課題において、社会実装に時間がか

かるものとそうでないものがあるが、そ

の点も踏まえられている。 

• SIPは 1つ 1つの課題で特徴が全然違

う。一律に評価できないことが難しさの

一つ。エネルギーキャリアで出した評価

の観点が他の課題には当てはまらにもの

もあると思う。そのうち問題になると思

うので頭に入れておくと良い。 

• 最終的な成果が出てくるまでの変遷の把

握は、その変遷が大きく動いたためエネ

ルギーキャリアが良いと思う。課題とし

て大きなまとまりを持って仲良く進めた

のが革新燃焼。変遷の総括をやっておく

と SIP2 期と 3期にも役立つと思う。 
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 課題を見る観点の整理(対象課題の選定) 

全課題を共通の視点で俯瞰したのち、試行的に追跡評価を実施するための課題を選定した。課題

選定は、多くの観点での情報を得るとともに、観点の抜け漏れをできる限りなくすため、複数の観

点をカバーする（可能性が高い）課題を選定することとした。 

具体的には、縦軸に全 11課題を整理、横軸に前出の「課題の特徴を明確するための観点」を整

理後、上記を踏まえて星取表（イメージ）を作成し、観点を抜け漏れなく把握・整理することがで

きる SIP第 1期課題の候補を事務局が選定し、当該課題から WGで課題を決定した。基本的には網

羅する観点が多い課題を想定するが、分野の重複や特に重要な観点の整理などを踏まえて決定し

た。 

 

図表 19 11 課題の「課題の特徴を明確するための観点」整理イメージ 
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各課題の特徴を明確化する観点を整理した結果を以下に示す。15個の課題の特徴を明確化する観

点に対し、11課題の特徴を「特徴の表れ(※1)」「情報量が十分に得られる可能性(※2)」の 2つの

観点から整理した。 

＜表の記載趣旨＞ 

※1 特徴の表れ 

●：よく表れている 

▲：どちらかというと表れている 

★：逆の特徴が表れている ―：確認できない 

 

※2 情報量が十分に得られる可能性 

●：改善点が記載されている 

▲：改善点の記載がどちらかというと抽象的 

―：改善点の記載がない 

 

＜表の色づけの意味＞ 

11 課題について、「特徴の表れ(※1)」「情報量が十分に得られる可能性(※2)」の両方に●がつ

くものを黄色にした。 

 

図表 20 11 課題の「課題の特徴を明確するための観点」

 

  



 

２２ 

 

2021年度の追跡調査の対象を選定するにあたっては、第 2回 WGにおいて事務局より提示した 3

つの課題選定案を基に、WG委員の知見や経験も踏まえながら議論を行った。議論の結果、事務局案

を組み合わせる形で 2021年度の追跡調査の対象として 3課題（エネルギーキャリア、次世代農林

水産業創造技術、革新的構造材料）を選定した。 

 

図表 21 2021 年度の追跡調査対象として選定した課題 

 

  



 

２３ 

 

2021年度の追跡調査対象課題の選定にあたっては、以下 15個の「課題の特徴を明確化する観

点」を活用した。 

図表 22 選定した課題と課題の特徴を明確化する観点の関係 

 

 

なお、2021 年度の追跡調査対象課題の選定に際しては、事務局より以下 3つの案を提示し、第 2

回 WGにおいて検討した。 

 案 1：課題の特徴を明確化する観点を可能な限り網羅的にカバーできる 3課題を選定 

 案 2：課題推進に関係する省庁を可能な限り分散できる 3課題を選定 

 案 3：要素技術と統合システムの両観点をカバーできる 3課題を選定 

 

以下、3つの案における課題を選定する手順、選定した課題、課題の特徴を明確化する観点のカ

バー数について述べる。 

  



 

２４ 

 

＜案 1＞ 

各課題を見る観点の一覧から 2021年度の追跡調査対象とする課題を選定する手順(案 1)を以下に

示す。 

 
図表 23 2021 年度の追跡調査対象とする課題を選定する手順(案 1)

 

 

上記の手順(案 1)を踏まえ、追跡調査対象として選定した課題は以下の通りである。 

 

図表 24 追跡調査対象として選定した課題(案 1) 
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